
１ 

平成２３年（判）第５３号ないし第５７号，第５９号ないし第６９号及び第７１

号ないし第７５号 

審       決 

被審人 別紙１（被審人目録）のとおり 

代理人 別紙２（代理人目録）のとおり 

公正取引委員会は，上記被審人らに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１００号）附則第２条の

規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）（以下「独占禁

止法」という。）に基づく排除措置命令審判事件及び課徴金納付命令審判事件に

ついて，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う公正取引委員会関係規則の整備に関する規則（平成２７年公正取引

委員会規則第２号）による廃止前の公正取引委員会の審判に関する規則（平成１

７年公正取引委員会規則第８号）（以下「規則」という。）第７３条の規定によ

り審判長審判官山門優及び審判官酒井紀子から提出された事件記録，規則第７５

条の規定により被審人らから提出された異議の申立書並びに独占禁止法第６３

条及び規則第７７条の規定により被審人ら（別紙１被審人目録記載の被審人らの

うち被審人株式会社中村工務店を除く。）から聴取した陳述に基づいて，同審判

官らから提出された別紙３審決案を調査し，次のとおり審決する。 

主       文 

被審人らの各審判請求をいずれも棄却する。 

理       由 

１ 当委員会の認定した事実，証拠，判断及び法令の適用は，後記第２項のと

おり訂正するほかは，いずれも別紙３審決案の理由第１ないし第７と同一で

あるから，これらを引用する。 

２ 別紙３審決案を以下のとおり訂正する（頁数は，同審決案の頁数を指す。）。 

(1) ５８頁１７行目から同頁２３行目までを次のように改める。 



２ 

「 しかし，これらの工事における入札参加者の入札価格及び評価点等

を見ると，物件９０については，落札者より低い価格で入札した者が

いるものの，落札者以外の入札参加者のうち２１社に該当する複数の

者が，落札者より相当高い価格で入札し，かつ，施工計画の評価点も

０点となっており，これらの者は落札者が受注できるように協力して

いたことがうかがえる。 

また，受注予定者以外の者は，自社の評価点が高いことが見込まれ

る場合は，高い価格で入札するなどしていたところ，物件１０９につ

いては，２１社のうちの１社である落札者は，評価値において次順位

の者よりも５パーセントポイント以上高い９６．９パーセントの入札

率に相当する高い価格で入札しており，上記次順位の者が受注できる

ように協力していたことがうかがえる。 

これらのことからすれば，いずれの工事についても，本件合意の対

象外として，２１社間で自由に競争が行われたことをうかがわせる証

拠があるとはいえない。」 

(2) ７２頁（別紙３審決案の別紙５）５行目ないし７行目の「山梨県から土

木一式工事について」をそれぞれ削除する。 

３(1)  ところで，被審人飯塚工業ら８社はその異議の申立書において，査４９

ないし査５１は，司法取引的な裁量権を有しない審査官が，調査への協力

の見返りに被審人の言い分を容認するという違法な手続により作成したも

のであるから証拠排除されるべきであると主張する。 

しかしながら，被審人飯塚工業ら８社の上記主張の前提となる事実を証

する証拠はない。 

したがって，被審人飯塚工業ら８社の主張は採用できない。 

(2) また，被審人飯塚工業ら８社は，総合評価落札方式の一般競争入札は平

成１８年４月１日段階において実施されていないこと，入札価格のみでは

落札者が決まらないことから，総合評価落札方式の工事は本件合意の対象

に含まれないと主張する。 

しかしながら本件合意は，石和地区特定土木一式工事について，受注価

格の低落防止を図るため，受注予定者をあらかじめ決定し，受注予定者以

外の者は，受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力するとい

う内容の取決めであり，特定の発注方法を前提とするものではない。そし



３ 

て，総合評価落札方式も，落札者は入札価格のみで決定されるものではな

いものの，本件合意の上記目的及び内容と相容れない発注方法ではなく，

総合評価落札方式の工事が本件合意の対象から除外されると解すべき理

由はない。 

したがって，被審人飯塚工業ら８社の主張は採用できない。 

４ よって，被審人らに対し，独占禁止法第６６条第２項及び規則第７８条第

１項の規定により，主文のとおり審決する。 

 平成２９年１０月４日 

公 正 取 引 委 員 会 

                委員長  杉  本  和  行 

                委 員  山  本  和  史 

                委 員  三  村  晶  子 

                委 員  青  木  玲  子 

                委 員  小  島  吉  晴 



別紙１ 

４ 

被審人目録 

番号 被審人 本店の所在地 
代表者 

（代表取締役） 

１ 株式会社飯塚工業 山梨県笛吹市御坂町井之上１５１１番地 飯塚 三郎 

２ 株式会社中村工務店 山梨県笛吹市境川町藤垈８８０番地１ 中村 庄吾 

３ 風間興業株式会社 山梨県笛吹市八代町北１０４７番地１ 風間 隆二 

４ 友愛工業株式会社 山梨県笛吹市石和町八田３２０番地 天川 克夫 

５ 矢崎興業株式会社 山梨県笛吹市八代町北１９９１番地 矢崎 勝教 

６ 株式会社栗田工業 山梨県笛吹市石和町小石和１８４２番地１ 武川 正一 

７ 風間建設株式会社 山梨県笛吹市石和町市部５２２番地 風間 純哉 

８ 株式会社 沢組土木 山梨県笛吹市石和町井戸１１１番地の１ 澤 幸男 

９ 小泉建設株式会社 甲府市上曽根町６４６番地１ 小泉  茂 

１０ 長田建設株式会社 甲府市下向山町１６６７番地 長田  仁 

１１ 中楯建設株式会社 山梨県中央市大鳥居２７６０番地 中楯 勇人 



別紙２ 

５ 

代理人目録 

番号 被審人 代理人 

１ 

株式会社飯塚工業 

風間興業株式会社 

矢崎興業株式会社 

株式会社栗田工業 

株式会社 沢組土木 

小泉建設株式会社 

長田建設株式会社 

中楯建設株式会社 

弁護士     岩 下 圭 一 

同       佐 藤 水 暁 

２ 
株式会社中村工務店 弁護士     中 藤   力 

同       外 崎 友 隆 

３ 

友愛工業株式会社 弁護士     鳥 飼 重 和 

同       本 田   聡 

同       高 橋 美 和 



別紙３


















































































































































































































































